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【多かった苦情内容(主なもの)　問題別】
a．施設等の設備について　３６件

・送迎バスの停留場所の変更について

・玄関マットにつまずく

・トイレを男女別にしてほしい

・屋外階段が滑りやすい

・休憩室の整備等（ポットを買ってほしい、カーペットのクリーニング）

・リビングが（足元が）寒く、冷える。足元が冷えないよう何か対応策はないか

・お風呂が寒い

・トイレの便座について、暖かくないものがある

・施設ベランダに設置されている喫煙場所が寒いため、風防設備を設けてほしい。

・設置備品の故障及び設置要望

・夜間、植え込みのところが暗いので照明灯をつけて欲しい

・駐車場が入りやすい様に白線をひいてほしい

・４人部屋で荷物の置き場が少ない

・ドアの開閉の音が響く

・ベランダに鳩が住みついている

ｂ．職員の対応について

ｂ－①職員の言動・態度　１２４件

・職員によって態度・対応が違う

・職員のことばづかい、気持ちの配慮

・ケアが「してあげる」と感じられる

・言葉遣いが馴れ馴れしい

・苦情を受けた時の職員の対応のまずさ

・プライバシー及び家人への心情の配慮について

・利用者本人から他の利用者の名前の呼び方に対する苦情

・業務用の車・職員通勤用の車の運転が荒っぽい

・利用者の状況や対応について十分説明できていなかったことに対する苦情

・利用者からの要望・訴えに対する迅速な対応が十分でない

・職員の言動により、園児に不安を与えた

・職員の挨拶

・職員の電話の対応への不満

・自分の工賃は自由に使いたいのに職員から貯金と言われた

ｂ－②連絡調整の不備　４１件

・連絡ノートの記入ミス

・職員の連絡の不徹底
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・職員間の連携不足

・送迎の遅れ、送迎時の家族との決め事が守られていない。

ｂ－③紛失・忘れ物・管理不備　２５件

・衣類等の紛失があり、それに対する対処法について

・洗濯（色落ち等）

・利用者の帽子・薬袋など持参品の返却忘れ

・ショートステイの荷物の管理

・長期入所者の私物管理方法

c．プライバシーの権利侵害　４件

・徘徊のある利用者がプライバシーを侵害している

・利用者本人から他の利用者に対するプライバシーに関する苦情

・ヘルパーが利用者についての情報を近隣者に洩らした

d．サービス内容　７６件

・ケアの内容について、もっと細かく丁寧に見てほしい

・施設開所時間を延長してほしい（夜間対応を含む）

・食事について（固さ、材料、味付け、アレルギー食のことなど）

・入浴の順番が不公平

・利用者の休憩時の過ごし方（ＴＶ、ラジオ、ＣＤ等の使い方について）

・業者に対するクレーム（掃除業者、クリーニング、ヘアカット等）

・長期ショートの希望をしているが、なぜ希望通りの日数をとってもらえないのか

・薬の服用が不十分

・入浴時の処置が不十分

・サービス計画等の説明不足、利用者の意向を重視しすぎ、家族の意向が反映されない

・送迎時、遠回りをされ乗車時間が長い

e．被害・損害

e－①けが・事故当に対する対応　３２件

・園児がけがをした時の職員の対応

・けがを負った場合の状況等の説明不足

・事故発生後の諸対応

e－②利用者同士のトラブル　６０件

・子どもどうしのトラブル（かみつき、ひっかきについてなど）の解決方法の苦情

・利用者同士の対人トラブル（特に上下関係による精神的・身体的・物的被害・損害）

・入居者間の生活マナー

・利用者間の紛失と損壊
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・入居者同士の金銭トラブル

e－③破損　３件

・ヘルパーが調理中に食器類等をこわした

・洗濯物を縮ませてしまった

f．利用料について　１３件

・利用料（一割負担分）が高い、内訳がわかりにくい

・利用料の引き落としができていなかった

・利用料明細書の明記間違い

・請求書が間違って発送された

g．契約締結（説明・情報提供）　５件

・サービス内容の変更や制度内容についての説明不足

・介護予防についての変更等

・入所同意の問題

・契約解除の経緯

h．その他

h－①近隣住民からの苦情　２０件

・騒音（子どもの声、オルガンの音、駐車場の音など）

・送迎時の保護者の駐車方法について

h－②その他（施設運営、要望など）６８件

・職員の人事

・行事の内容見直しに対して、今まで通りやってほしい。

・夜間の看護体制（緊急時に対応）

・開館日の曜日

・工賃（工賃を上げてほしい）

・近くに不審な大人がうろついていたことに対する不安

・認定結果に不満

・ショートステイの予約が思うようにとれない
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5崖（3）【苦情の最終的な対応・解決方法】

その他第三者委
員立会い

責任者など
と申し出人
の話し合い

合計

３７１６２９３５２１
７.１%３.１%５６.２%１００.０%
１９９１５５２３８老 人 関 係 ８.０%３.８%６５.１%１００.０%
１１２３４１１５障害者関係 ９.６%１.７%２９.６%１００.０%
５４２３３４児 童 関 係 １４.７%１１.８%６７.６%１００.０%
１０８２１社会福祉協議会 ４.８%０.０%３８.１%１００.０%
１１７２１１１保 育 所 ０.９%０.９%６４.９%１００.０%
００１２そ の 他 ０.０%０.０%５０.０%１００.０%

●苦情解決については、責任者と申立人による話し合いが56.1%と多く、第三者立ち会いによる話し合
いは僅かに3.1%であった。

●解決方法は責任者と申し出人の話し合いが
事業種別に関係なく多く、第三者委員の立
ち会いは児童関係が最も多いが11.8%であ
る。

N=521

■単純集計グラフ

■事業所別集計表

■事業所別集計グラフ




